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１ 目的                                   

この事業は、医療機関の職員のＩＴ・ＤＸに関する資格取得に係る経費等を支援するこ

とで、電子カルテの操作等、医療ＤＸに関連する知識・技能等を有する人材の育成を図り、

もって電子カルテシステムを始めとするデジタル技術の導入を支援することを目的として

います（実施要綱第１）。 

 

２ 補助対象事業者                        

東京都内において、病院又は医科診療所を開設する者であって、東京都知事（以下「知 

事」という。）が適当と認める者 

ただし、国、地方公共団体、地方独立行政法人、特定地方独立行政法人、独立行政法人、

特定独立行政法人、国立大学法人及び本補助金の交付を受けたことがある医療機関、暴力団、

法人その他団体の代表者・役員・使用人・その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当

する者があるもの、は対象となりません。 

 

３ 対象経費                         

令和８年度（交付申請後から令和９年３月３１日まで）に実施する、以下の取組に係る

経費が対象経費となります。 

（１）ＩＴ・ＤＸ関連の研修受講（医療機関への出張研修を含む） 

（２）ＩＴ・ＤＸ関連の資格取得（資格取得に付随する通信講座の受講を含む） 

（３）ＩＴ・ＤＸ関連の技能認定試験の受験 

（４）上記（１）から（３）までに取り組む職員が研修等で不在となる際の代替職員の

雇用又は派遣 

＊国や地方公共団体の他の補助金等を充当する場合は補助対象外となります。 

 

４ 基準額及び補助率                     

（１） 基準額： １医療機関当たり ５００千円 

（２） 補助率： １０分の１０ 

＊対象経費の支出予定額と都補助金の基準額を比較して小さい方を選定額とし、選定 

額に補助率（１０分の１０）を掛けた額（1,000 円未満切捨て）を補助金額とします。 
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５ 補助の条件                       

（１）電子カルテシステムの導入、国の電子カルテ情報共有サービス等医療情報連携基盤へ

の接続、電子処方箋の導入など医療機関のデジタル化に向けた取組を進めること。 

（２）事業の効果検証のため、電子カルテシステム等のデジタル技術導入状況に関する調査

など、東京都に協力すること。 

 

６ 留意事項                         

（１）事業の実施に当たっては、「医療ＤＸ人材育成支援事業実施要綱」及び「医療ＤＸ人材

育成支援事業補助金交付要綱」の規定を遵守し、事務手続を進めてください。 

（２）事業の進捗状況等により、予定したスケジュールを変更する場合があります。 

また、事業の進捗状況等により、この手引に記載のない事項につきまして御対応を依

頼する場合があります。その際は、別途改めて御連絡します。 

（３）本補助事業による研修受講、資格取得、技能認定試験の受験及び代替職員の雇用又は

派遣は、交付申請後に開始してください。交付申請前に実施した取組は補助対象外にな

りますので御注意ください。 

（４）補助対象は、原則として、年度内（令和９年３月末）に事業が完了（研修受講、資格

取得、技能認定試験の受験、代替職員の雇用又は派遣及び業者等への支払が完了）した

ものです。ただし、これによりがたい場合は、都担当者に御相談ください。 

 

７ 手続                          

 〇 申請に必要な書類（様式）等は、jGrants 上に掲載しております。以下のＵＲＬから

ダウンロードの上、作成してください。 

 https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDXvUMAX 

 

（１）交付申請書等の提出  

※ 補助金申請システム jGrants にて申請をお願いいたします。jGrants での申請が難し

い場合は、下記８に記載の申請受付・お問合せ先まで御連絡ください。 

提出期限 

第１回 令和８年６月３０日（火曜日） 

第２回 令和８年９月３０日（水曜日） 

第３回 令和８年１１月３０日（月曜日） 

 

https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDXvUMAX
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① 医療ＤＸ人材育成支援事業補助金に係る交付申請書（別記第１号様式） 

② 医療ＤＸ人材育成支援事業計画書（別記第１号様式 別紙１） 

③ 経費所要額調（別記第１号様式 別紙２） 

④ 歳入歳出予算書（見込書）抄本（当該補助事業の支出予定額が記載されているもの） 

⑤ 印鑑証明書 

⑥ その他参考となる資料（※） 

※ jGrants で申請される場合、①及び➄は提出不要です。 

※ その他参考となる資料については、以下を参考に必要な書類等を提出してください。  

取組内容 提出物 

（１）研修受講 受講を予定している研修の案内、パンフレット、ホーム

ページ画面を印刷したもの等、研修提供企業、研修内容、

実施方法・場所、実施時期・日時、受講時間数、受講料

等が確認できる書類 

（２）資格取得 取得・受験を予定している資格の案内、パンフレット、

ホームページ画面を印刷したもの等、認定者、資格内容、

受験方法・場所・日時、受験料等が確認できる書類 

受講を予定している講座の案内、パンフレット、ホーム

ページ画面を印刷したもの等、講座提供企業、講座内容、

実施方法・場所、実施時期・日時、受講時間数、受講料

等が確認できる書類 

（３）技能認定試験の受験 受験を予定している試験の案内、パンフレット、ホーム

ページ画面を印刷したもの等、認定者、試験内容、受験

方法・場所・日時、受験料等が確認できる書類 

（４）代替職員の雇用又は派遣 雇用契約書（案）、労働者派遣契約書（案） 

 

（２）審査 

提出された事業計画書等に基づき、東京都において審査します。 

（３）交付決定 

   交付申請書等の内容に基づき、東京都において補助金の交付決定を行います。交付決 

定時期は、第１回は令和８年８月以降、第２回は令和８年１１月以降、第３回は令和９

年１月以降の見込みです。 

なお、補助金の支払については、補助事業完了後（令和９年５月予定）になります。 
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（４）変更申請の提出（随時） 

次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ知事の承認が必要です。該当する事例が

発生した場合は、必ず御連絡ください。 

  ① 補助事業に要する経費を変更しようとするとき。 

  ② 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

  ③ 補助事業を中止しようとするとき。 

（５）実績報告書等の提出 

※ 補助金申請システム jGrants にて申請をお願いいたします。jGrants での申請が難し

い場合は、下記８に記載の申請受付・お問合せ先まで御連絡ください。 

提出期限 

  補助事業完了後、実績報告書を提出していただきます。なお、具体的な期限等について

は別途通知いたします。 

提出書類 

① 医療ＤＸ人材育成支援事業補助金に係る事業実績報告書（別記第２号様式） 

② 事業実績報告書（別記第２号様式 別紙１） 

③ 経費所要額精算書（別記第２号様式 別紙２） 

④ 歳入歳出決算書（見込書）抄本 

⑤ 領収書等の写し 

⑥ その他事業の実施状況及び実施結果が確認できる書類の写し（※） 

※ jGrants で申請される場合、①は提出不要です。 

※ その他事業の実施状況及び実施結果が確認できる書類については、以下を参考に必要 

な書類等を提出してください。  

取組内容 提出物 

（１）研修受講 修了証、受講証明書など受講したことが確認できる書類 

（２）資格取得 資格取得を証する書類、受験したことが確認できる書

類、通信講座等を受講したことが確認できる書類 

（３）技能認定試験の受験 技能認定を証する書類、受験したことが確認できる書類 

（４）代替職員の雇用又は派遣 雇用契約書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、

出勤簿、賃金台帳、労働者派遣契約書 
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（６）額の確定 

  提出された実績報告について、東京都において審査し、事業の成果が交付決定時の内

容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、「額の確定通知書」により通知しま

す。 

（７）請求・支払 

「額の確定通知書」に基づき、補助金の支払請求をしていただきます。東京都で内容

を確認後、補助金を指定の口座に振り込みます。詳細は、別途通知します。 

 

８ 申請受付・お問合せ先                         

令和８年度の本事業に関する申請受付・審査及びお問い合わせについては、以下の事

業者に業務委託を行います。本事業の手続に関する御質問は、以下のお問い合わせ先ま

で御連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 事業所管連絡先                             

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当 

（住 所） 〒１６３－８００１ 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

（電 話） ０３（５３２０）４４４８     （ＦＡＸ）  ０３（５３８８）１４３６ 

（メールアドレス） S1150401@section.metro.tokyo.jp 

東京都医療 DX 推進事業補助金事務局 

（住 所） 〒１７０－００１３ 

東京都豊島区東池袋 1-33-8 NBF 池袋タワー5 階 

医療 DX 人材育成支援事業担当 宛 

（電 話） ０５０-３８１６-２６０７ 

（メールアドレス） tokyo-dx@saison-psp.co.jp 

mailto:S1150401@section.metro.tokyo.jp
mailto:tokyo-dx@saison-psp.co.jp
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東京都 病院 東京都に提出する書類

　

※上記スケジュールについては、今後の事業実施状況により変更となる場合があります。

令和８年度　医療ＤＸ人材育成支援事業補助金　事務の流れ

【様式類】
① 医療ＤＸ人材育成支援事業補助金に係る事業実績報告書（別記第２
号様式）
② 事業実績報告書（別記第２号様式　別紙１）
③ 経費所要額精算書（別記第２号様式　別紙２）
④ 歳入歳出決算書（見込書）抄本
➄ 領収書等の写し
⑥ その他事業の実施状況及び実施結果が確認できる書類の写し（研修
修了証、受講証明書等受講したことが確認できる書類、資格取得を証す
る書類、受験したことが確認できる書類、通信講座等を受講したことが確
認できる書類、技能認定を証する書類。代替職員の雇用又は派遣を
行った場合は、雇用契約書の写し、雇用保険被保険者資格取得等確認
通知書の写し、出勤簿の写し、賃金台帳の写し、労働者派遣契約書の
写し等）

※ｊGrantsによる申請の場合、①は不要

【様式類】
①請求書
②支払金口座振替依頼書
※ｊGrantsによる申請の場合、①および②は不要

※交付申請前に実施（申し込み、受講等）した取組は補助対象外になり
ます。必ず、交付申請後に実施してください。

【様式類】
① 医療ＤＸ人材育成支援事業補助金に係る交付申請書（別記第１号様
式）
② 事業計画書（別記第１号様式　別紙１）
③ 経費所要額調（別記第１号様式　別紙２）
④ 歳入歳出予算書（見込書）抄本
➄ 印鑑証明書
⑥ その他参考となる資料（受講を予定している研修、取得・受験を予定
している資格、受講を予定している講座、受験を予定している試験の概
要が分かる資料（研修案内・資格案内・講座案内・試験案内・パンフレッ
ト・ホームページ画面を印刷したもの等、研修提供企業、研修内容、資格
認定者、資格内容、講座提供企業、講座内容、試験認定者、試験内容、
実施方法・場所、実施時期・日時、受講時間数、受講料、受験方法・場
所・日時、受験料等が確認できるもの）。代替職員の雇用又は派遣を行
う場合は、雇用契約書（案）、労働者派遣契約書（案）等）

※ｊGrantsによる申請の場合、①及び➄は不要

① 交付申請書等の提出

変更事案発生・
都担当者へ連絡

補助金確定払
入 金

③ 変更申請

対応検討

④ 実績報告

実績報告提出依頼

実績報告書作成・
提出

⑤ 額の確定

補助額確定

対応方法決定・連絡 対応了解

額の
確定
通知

実績
報告
一式

事業実施通知・
交付申請提出依頼

交付申請書作成・提出
交付

申請
一式

⑥ 補助金の請求

交付申請書審査

② 交付決定

交付決定 交付
決定
通知

※補助金の額の確定後、都から支払を行います。（令和９年５月予定）

第１回 令和８年６月３０日（火）〆

第２回 令和８年９月３０日（水）〆

第３回 令和８年１１月３０日（月）〆

第１回 令和８年８月頃

第１回 令和８年１１月頃

第２回 令和９年１月頃

令和９年１～２月頃

令和９年４月～５月

実績報告審査

令和９年３月～４月

実施

通知

提出
依頼

補助金の請求

 



医療ＤＸ人材育成支援事業実施要綱 
 

令和７年３月１４日６保医医政第２０４０号 
 
（目的） 
第１ 本事業は、医療機関の職員のＩＴ・ＤＸに関する資格取得に係る経費等を支援することで、

電子カルテの操作等、医療ＤＸに関連する知識・技能等を有する人材の育成を図り、もって
電子カルテシステムを始めとするデジタル技術の導入を支援することを目的とする。 

 
（実施主体） 
第２ 本事業の実施主体は、東京都内において、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条の

規定に基づき許可を受けた病院若しくは医科診療所又は同法第８条の規定に基づき届出をし
た医科診療所の開設者とする。 

 
（事業内容） 
第３ 医療機関の職員の人材育成に関する取組であって、医療ＤＸの推進に資すると東京都知事

が認める取組に係る経費を補助する。 
 
（事業の対象） 
第４ 本事業の対象は、次の取組に係る経費とする。 
 （１）ＩＴ・ＤＸ関連の研修受講（医療機関への出張研修を含む） 
 （２）ＩＴ・ＤＸ関連の資格取得（資格取得に付随する通信講座の受講を含む） 
 （３）ＩＴ・ＤＸ関連の技能認定試験の受験 
 （４）上記（１）から（３）までに取り組む職員が研修等で不在となる際の代替職員の雇用 

又は派遣 
 
（事業実施の条件） 
第５ 電子カルテシステムの導入、国の電子カルテ情報共有サービス等医療情報連携基盤への接

続、電子処方箋の導入など医療機関のデジタル化に向けた取組を進めること。 
２ 事業の効果検証のため、電子カルテシステム等のデジタル技術導入状況に関する調査など、

東京都に協力すること。 
 
（その他） 
第６ この要綱に定めるもののほか、医療ＤＸ人材育成支援事業の実施に関し必要なことは、別

に定める。 
 
  附 則 
この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



医療ＤＸ人材育成支援事業補助金交付要綱 
 

令和７年３月２５日６保医医政第２０４３号 
 
１ 目的 

この要綱は、医療ＤＸ人材育成支援事業実施要綱（令和７年３月１４日６保医医政第２０４
０号、以下「実施要綱」という。）に基づいて行う、医療ＤＸ人材育成支援事業補助金（以下「補
助金」という。）の交付に関し必要な事項について定め、事業の適切な運営を図ることを目的と
する。 

 
２ 補助対象者  

東京都内において、病院又は医科診療所を開設する者であって、東京都知事（以下「知事」
という。）が適当と認める者。ただし、次の者を除く。 

 (1) 国 
(2) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１条の３に規定する地方公共団体 
(3) 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政

法人及び同条第２項に規定する特定独立行政法人 
(4)  独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人

及び同条第２項に規定する特定独立行政法人 
(5)  国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に規定する国立大学法人 
(6)  この補助金の交付を受けたことがある医療機関 
(7) 暴力団（東京都暴力団排除条例（平成２３年東京都条例第５４号。以下「暴排条例」とい

う。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 
(8) 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等（暴

排条例第２条第３号に規定する暴力団員及び道場第４号に規定する暴力団関係者をいう。）
に該当する者があるもの 

 
３ 交付額の算定方法 

この補助金の交付額は、次の定めにより算定された額を都の予算の範囲内において交付する。
ただし、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものと
する。 
(1) 次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少な

い方の額を選定する。 
(2) (1)により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して

少ない方の額に、次の表の第３欄に定める補助率を乗じて得た額を交付する。 
 



 

１ 基準額 ２ 対象経費 ３ 補助率 

500 千円 

実施要綱第３に定める事業を実施するために必要な経費（国
や地方公共団体の他の補助金等を充当する場合は対象外） 
１ ＩＴ・ＤＸ関連の研修受講（医療機関への出張研修を含む）

（受講料、外部研修講師へ支払う謝金等。ただし受講のため
の交通費、受講申込みに係る郵送料、受講申込時に貼付する
写真代、受講料の振込手数料は除く。） 

２ ＩＴ・ＤＸ関連の資格取得（資格取得に付随する通信講座
の受講を含む） 
（教材費、受講料、受験料等。ただし、受講・受験のための
交通費、受講・受験申込みに係る郵送料、受講・受験申込時
に貼付する写真代、受講料・受験料の振込手数料は除く。） 

３ ＩＴ・ＤＸ関連の技能認定試験の受験 
（受験料等。ただし受験のための交通費、受験申込みに係る
郵送料、受験申込時に貼付する写真代、受験料の振込手数料
は除く。） 

４ 上記１から３までに取り組む職員が研修等で不在となる
際の代替職員の雇用又は派遣 
（代替職員に支払う給料、報酬、賃金、法定福利費、福利厚
生費、賞与及び手当。派遣の場合は派遣会社に支払う派遣料
金。ただし、紹介手数料は含まない。） 

10 分の 10 

 
４ 交付申請 
  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、別に指定する期日までに別

記第１号様式による交付申請書に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。 
 
５ 交付決定及び通知 

知事は、４の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め
た場合には８に掲げる事項を条件に補助金の交付決定をし、その決定の内容を申請者に通知す
るものとする。 

 
６ 変更交付申請 
  申請者は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申

請を行う場合には、４に定める規定に準じて、別に指定する期日までに申請するものとする。 



 
７ 申請の撤回 

申請者は、この交付の決定の内容又はこれに付けた条件に異議があるときは、この交付決定
の通知受領後１４日以内に申請の撤回をすることができる。 

 
８ 交付の条件 

この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 
(1) 事情変更による決定の取消し等 

  ア  知事は、５の規定による補助金の交付を決定した場合において、その後の事情の変更に
より特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又
はその決定内容若しくはこれに付けた条件を変更することができる。ただし、補助事業の
うち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

  イ アの規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補
助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要が
なくなった場合に限る。 

   ウ アの規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業
に対して、次に掲げる経費に係る補助金等を交付することができる。 
(ｱ) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 
(ｲ) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する

経費 
   エ  ウの規定による補助金の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合は、アの規定によ

る取消しに係る補助事業についての補助金に準ずるものとする。 
(2) 承認事項 

    補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業が次のいず
れかに該当する場合は、あらかじめその理由及びその他必要事項を記載した書面を知事に提
出し、承認を受けなければならない。ただし、ア及びイに規定する事項のうち軽微なものに
ついては、この限りでない。 
ア  補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

   イ  補助事業の内容を変更しようとするとき。 
   ウ  補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 
 (3) 事故報告 

   ア 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった
場合は、速やかにその理由その他必要事項を書面により知事に報告しなければならない。 

なお、補助事業の完了予定日は、補助金の交付の決定日が属する東京都の会計年度の終
了日以前でなければならない。 

イ アの規定による報告に基づき、必要な指示を与えられた場合は、補助事業者は、直ちに



その指示に従わなければならない。 
  (4) 状況報告 
     知事は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、必要と認めるときは、補助事業の実施状

況、経理状況その他必要な事項について、報告を徴し、又は検査を行うことがある。 
  (5) 遂行命令等 
    ア  知事は、補助事業者が提出する報告書及び地方自治法第２２１条第２項の規定による調

査等により、補助事業が交付の決定の内容又はこれに付けた条件に従って遂行されていな
いと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行するよう命ず
ることができる。 

    イ  補助事業者がアの命令に違反したときは、知事は、補助事業者に対し、当該補助事業の
一時停止を命ずることができる。 

ウ  イの一時停止を命ずる場合において、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれ
に付けた条件に適合させるための措置を、指定する期日までにとらないときは、知事は、
(10)の規定により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(6) 調書の作成 
    補助事業者は、補助金と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及

び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中
止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保
管しておかなければならない。 

  (7) 実績報告 
補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は東京都の会計年度の終了したときは、別記

第２号様式による事業実績報告書に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。 
  (8) 補助金額の確定等 

知事は、(7)の規定による事業実績の報告があったときは、事業実績報告書の審査及び必
要に応じて行う現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに
付けた条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知
するものとする。 

  (9) 是正のための措置 
    知事は、(8)の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及

びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるた
めの措置をとるべきことを命ずることができる。 

  (10) 決定の取消し 
ア  知事は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 
(ｱ) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 
(ｲ) 補助金を他の用途に使用したとき。 



(ｳ) 補助金の交付決定の内容又はこれに付けた条件、その他法令又はこの要綱による指示
に違反したとき。 

イ アの規定は、(8)の規定により交付すべき補助金額の確定があった後においても適用す
る。 

(11) 補助金の返還 
ア 知事が(10)のアの規定によりこの交付の決定の全部又は一部を取り消した場合におい

て、補助事業者が補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を受領している場
合には、指定する期日までに取り消された金額を返還しなければならない。 

イ アの規定は、(8)の規定により交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にそ
の額を超える補助金を受領している場合においても適用する。 

  (12) 違約加算金及び延滞金 
ア (10)の規定により、知事が補助金の交付決定の全部又は一部の取消しをした場合におい

て、補助金の返還を命じたときは、補助事業者はその命令に係る補助金の受領の日から納
付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期
間については、既納額を控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した
違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

イ 知事が補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを納
期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未
納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除
く。）を納付しなければならない。 

  (13) 違約加算金の計算 
ア 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における(12)のアの規定の適用につい

ては、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返
還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するま
で順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。 

イ 知事が(12)のアの規定により、加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付
した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命じ
た補助金の額に充てるものとする。 

  (14) 延滞金の計算 
知事が(12)のイの規定により、延滞金の納付を命じた場合において、補助事業者が返還を

命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係
る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

  (15) 補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 
補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、別記第３号様式により速やかに知
事に報告しなければならない。この場合、知事は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控



除税額相当額の全部又は一部を返還させることができる。 
 
10 事業成果の公表等 

知事は、補助事業者に対し、補助事業の取組等について、随時報告を求め、必要に応じて助
言を行うほか、補助事業者名、取組内容等を公表することができる。 

 
11 知事の承認等 

(1) 特別の事情により、上記３、４及び８の(7)に定める算定方法及び手続によることができ
ない場合には、あらかじめ知事の承認を受けてその定めるところによるものとする。 

(2) ここに定めるもののほか、この補助金の交付については、東京都補助金等交付規則（昭和
37 年東京都規則第 141 号）の定めるところによるものとする。 

 
   附 則 
 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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交付申請書等の提出の際に使用する様式 

（記載例） 

 

 

 
（１）医療ＤＸ人材育成支援事業補助金に係る交付申請書（別記第１号様式） 
 
 ※jGrants で申請される場合は提出不要です。 

 

（２）医療ＤＸ人材育成支援事業計画書（別記第１号様式 別紙１） 

 

（３）経費所要額調（別記第１号様式 別紙２） 

 

（４）歳入歳出予算書（見込書）抄本 

 

   



別記第１号 

（補助事業者の文書番号を記載） 

  年  月  日  

  

 東京都知事  殿 

申請者 

所在地 東京都○○区△△町一丁目１番１号 

名称  医療法人社団○○会 

代表者役職氏名 理事長 ×× ○○㊞ 

 

 

 

令和△年度医療ＤＸ人材育成支援事業補助金に係る交付申請書 

 

 

 標記について、次により補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

１ 補助申請額  金 ５００，０００円 

 

２ 添付書類 

 (1) 医療ＤＸ人材育成支援事業計画書（別紙１） 

(2) 経費所要額調（別紙２） 

(3) 歳入歳出予算書（見込書）抄本（当該補助事業の支出予定額が記載されているもの） 

(4) 印鑑証明書 

(5) その他参考となる書類 

 

 

 

施設名  ：○○病院 

担当部署 ：医事課 

担当者名 ：○○ △△ 

電話   ：０３－○○○○－○○○○ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ  ：０３－○○○○－○○○○ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ：○○○○＠△△.jp 

 

記載例 

印 

貴法人で、文書の発番号があ

れば、記入してください。な

ければ空欄で構いません。 

※ 権 限 を 病 院 長 等 に 委 任 し て い

る場合には、医療機関の所在地、

名称を記入し、委任状で使用して

いる印を使用してください。 

年度を記入 

経費所要額調の（Ｆ）の額 

印鑑証明書と同じ印を使用して

ください。 

ｊＧｒａｎｔｓで申請する場合

は押印不要です。 



 

医療ＤＸ人材育成支援事業計画書 

 

記入者氏名  ○○ △△       

記入者所属  医事課         

電話番号  ０３－○○○○－○○○○ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 ０３－○○○○－○○○○ 

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  ○○○○＠△△.jp    

 

１ 医療施設の概要 

 

（１）補助事業者 

事 業 者 名 医療法人社団○○会 

住     所 東京都○○区△△町一丁目１番１号 

施   設   名 ○○病院 

施 設 住 所 東京都●●区××町一丁目１番１号 

 

（２）医療施設の内容 

許可病床又は配分決定病床数（ 令和８年○月×日現在） 

 一 般 療 養 精 神 感染症 結 核 合 計 

許可病床 ５４床 ９０床 床 床 床 １４４床 

配分決定病床 床 床 床 床 床 床 

合 計 ５４床 ９０床 床 床 床 １４４床 

病  床  機  能  

高度急性期 有 ・ 無      ０    床 

急性期   有 ・ 無     ５４    床 

回復期 有 ・ 無     ９０    床 

慢性期 有 ・ 無      ０    床 

標  榜  診  療  科  名 

内科、外科、整形外科、リハビリテーション科、消化器内科、呼吸器内科、呼吸器外科、循

環器内科、眼科、皮膚科、・・・ 

一日平均外来患者数    ○名（ 令和７年４月１日～  令和８年３月３１日） 

一日平均入院患者数    ○名（ 令和７年４月１日～  令和８年３月３１日） 

病床利用率        □％（ 令和７年４月１日～  令和８年３月３１日） 

年間紹介患者数      ○名（ 令和７年４月１日～  令和８年３月３１日） 

年間紹介患者率      □％（ 令和７年４月１日～  令和８年３月３１日） 

年間逆紹介患者数     ○名（ 令和７年４月１日～  令和８年３月３１日） 

年間逆紹介患者率     □％（ 令和７年４月１日～  令和８年３月３１日） 

別記第 1号様式 別紙１ 

事業者名：法人開設の場合は法人名 
     個人開設の場合は個人名 

合計数も忘れずに記入してください。 

診療科名を忘れずに記入してください。 



 
承  認  等 

《例》在宅療養支援病院           承認     年   月   日 

 在宅療養支援病院             承認 平成２６年  ４月  １日 

 東京都指定二次救急医療機関        承認 平成２８年  ４月  １日 

 

 

 

 

２ 医療ＤＸ人材育成支援に係る事業計画 

（１）事業実施期間 

令和８年 １２月 １日 ～  令和９年 ３月 ３１日 

 

（２）事業の概要 

ア 医療機関のＤＸ推進に関する現在の課題と目標について、具体的に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 上記課題の解決や目標の達成に向けて本事業をどのように活用していきたいか、具体的に

記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 補助金を活用して実施する医療ＤＸ人材の取組について記入してください。 

区分 
補助金申請 

(○を記入) 

具体的な実施計画 

年 月 取組内容 

（１）研修受講（出張研修

含む） 
○ 

 

 

・令和８年○月 

・令和８年○月 

○○の知識を習得するための○○研修

を受講する。 

・○○研修受講申込み 

・○○研修受講開始 

上記の課題解決や目標達成のために、本補助金を活用してどのような取組を行うのか、 
それによりどのような効果を期待するのか、具体的に記入してください。 

令和８年度中（令和９年３月３１日ま

で）の日付を記入。 

申請日以後の日付を記入。 

例えば、９月１日申請なのに８月１日スタートとなってい

たら、９月１日以降の日付に修正してもらう。（交付申請前

に実施した取組は補助対象外のため） 

いつ、何をやるのかが分かるようにでき

る限り具体的に記入。 



 
・令和８年○月 ・○○研修受講修了 

（２）資格取得（通信講座

受講含む） 

○ 

 

 

・令和８年○月 

・令和８年○月 

・令和８年○月 

・令和９年○月 

・令和０年○月 

○○の知識を習得するため、□□講座

を受講し△△資格を取得する。 

・□□講座受講申込み 

・□□講座受講開始 

・□□講座受講修了 

・△△資格受験申込 

・△△資格受験 

（３）技能認定試験の受験    

（４）代替職員の雇用（派

遣も可） 
 

  

 

 エ 取組内容の詳細について記入してください。 

  （１）研修受講 

氏名 研修名 受講予定期間 

○○ △△ ○○研修 令和８年○月○日～○月○日 

●● ▲▲ ○○研修 令和８年○月○日～○月○日 

   

   

   

（２）資格取得 

氏名 資格名 受験予定日 

□□ ×× △△資格（付随する□□講座

受講含む） 

令和９年○月○日 

   

   

   

 

  （３）技能認定試験 

氏名 試験名 受験予定日 

   

   

   

   

 

  （４）代替職員の雇用 

雇用（派遣）期間 雇用（派遣）人数 勤務予定日数 雇用形態 

    

    

    

    

ウで記入した各取組について、詳細に記入する。 



 
 

３ 電子カルテシステムの導入、国の電子カルテ情報共有サービス等の医療情報連携基盤への

接続、電子処方箋の導入等、デジタル化に向けた今後の取組予定を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

今回の補助事業活用による人材育成を踏まえた、今後の貴院のデジタル化に向けた取組
予定を具体的に記入してください。 



別記第１号様式　別紙２

(A)※ (B) (C) (D) (E) (F)

対象経費の
支出予定額

寄附金その他の
収入予定額

差引額
(A－B)

基準額
選定額

(ＣとＤを比較して
少ない方の額）

補助金額
(E)×10/10

円 円 円 円 円 円

（注）Ｆ「補助金額」に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額を記入すること。

※A「対象経費の支出予定額」について、以下に積算内訳を記入すること。

支出予定額

円

経費所要額調

（補助事業者名　      医療法人社団○○会     ）

医療ＤＸ人材育成支援事業補助金
550,000 0 550,000

積算内訳

・○○研修の受講　受講料200,000円×２名＝400,000円

・□□講座の受講　受講料（教材費含む）100,000円
　△△資格の受験　受験料 50,000円

500,000 500,000 500,000

計　　550,000　　　　　　　　　　

400,000円

100,000円
50,000円

支出予定額の内訳を記入してください。

消費税を含めた金額をご記載ください。

また、金額の根拠となる研修案内、資格案内、講座案内、試験

案内、雇用契約書（案）、労働者派遣の見積書等の写しを添付

してください。

・研修案内、資格案内、講座案内、試験案内、雇用契約書（案）、労働者派遣の見

積書等等の参考資料と金額が突合しているかを確認する。

（金額だけでなく、研修名・講座名・資格名等も誤りがないか確認する。）

・添付書類で確認できない場合は、確認できる書類を提出してもらう。

法人開設の場合は法人名、個人開設の場合は個人名



歳入歳出予算書（見込書）抄本 
 
 

歳 入 歳 出 
医療ＤＸ人材育成支援事業 

５００，０００円 
 
自己資金 

５０，０００円 

○○研修の受講 
４００，０００円 

□□講座の受講 
１００，０００円 

△△資格の受験 
５０，０００円 

 

合計 
５５０，０００円 

合計 
５５０，０００円 

 
 令和△年度医療ＤＸ人材育成支援事業に関する歳入歳出予算書（見込書）は、上記のと

おりである。 
 
 
  令和△年〇月〇日 
 

所在地    東京都○○区△△町一丁目 
法人名    医療法人社団○○会 
代表者職氏名 理事長 ×× ○○ 
医療機関名  ○○病院 

 

印鑑証明書と同じ印を

使用してください。 

（jGrants で申請する

場合は押印不要） 

合計金額が左右同じになるようご記入ください  

年月日を記入 

経費所要額調（別記第１号様式 別紙２）の下段の

積算内訳と、項目や金額が突合しているかを確認 

印 


